
 

内 閣 府 

 

 

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日 

内 閣 府 大 臣 官 房 

公 益 法 人 行 政 担 当 室 

 

 

 

 

 公益社団法人日本プロゴルフ協会において、理事及び副会長が指定暴力

団会長等と交際していたという問題に関し、内閣府は本日付けで、同法人

に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定による勧告を行いましたので、

公表します。 

 

 詳細は、別添資料を御覧ください。 

 

 

 

 

 

【本件問合せ先】 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

中里、浅川、横山 

ＴＥＬ：５４０３－９５３８(直通) 

ＦＡＸ：５４０３－０２３１ 

 

公益社団法人日本プロゴルフ協会に対する勧告について 
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（公社）日本プロゴルフ協会に対する勧告について 

 

 

１．事案の概要 

 ○ （公社）日本プロゴルフ協会（以下「協会」）は、平成 25年５月１日に新制度の

公益社団法人に移行し、内閣府の監督下にある。 

 ○ 協会において、平成 25年８月以降、理事及び副会長が指定暴力団会長等と交際し

ていたという問題が発覚 

 ○ 公益認定法第６条は、理事及び監事から暴力団員等を排除するととともに（第１

号ニ）、暴力団が公益法人を利用することを防止するため、法人の事業活動が暴力団

員等に支配されることを排除（第６号） 

 ○ これらに該当する場合には、公益認定を受けることができず、また、認定後に該

当するに至った場合には、公益認定を取り消さなければならない（同法第 29条第１項

第１号）。（公益認定の「入口」と「出口」で、公益法人から暴力団員等を排除） 

○ 行政庁（内閣総理大臣）及び公益認定等委員会（以下「委員会」）は、法人の適

正な業務運営を確保する観点から、平成 25年９月から 12月までに計３回の報告徴

収（公益認定法第 27条第 1項）を実施。当初２回の協会からの報告に回答漏れや重要

な点につき齟齬があったことから、３度目の報告徴収を実施した。協会は、これに

対する報告書を 12月 20日及び平成 26年１月 29日に提出 

○ 以上を踏まえ、審査の結果、公益認定法に基づいて協会に対し勧告を行うことが

適当と判断するに至り、３月 28日、行政庁（内閣総理大臣）から委員会に諮問を

行い（同法第 43条第１項第２号）、同日、委員会からこれを相当と認める旨答申 

これを受けて、４月１日、行政庁（内閣総理大臣）から協会に対する勧告（同法

第 28条第１項）を実施 

（参考１：（公社）日本プロゴルフ協会に係る事案をめぐる主な経緯） 

（参考２：公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等） 

 

 

２．勧告の概要（→別添：（公社）日本プロゴルフ協会に対する勧告書全文） 

（勧告を行う理由） 

 ○ 協会においては、平成 18年の理事候補監禁事件と公益法人への移行を契機に２度

の「暴力団排除宣言」をしていたにもかかわらず、今回の事案発生を見た。 

 ○ 長年にわたり理事を務めてきた複数の役員による事案の発生は、外部から見ると、
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協会の他の役員にも同様の事情はないのかとの疑いを招いた。 

○ 同様に外部から見ると、当該役員を長年にわたり理事に選出し続けてきた代議員、

そして代議員を選挙する会員の間に広く同種の事情はないのかとの疑いを招いた。 

○ また、当該役員に対する懲戒処分について、処分対象者の所属地区からの陳情を

踏まえて処分の軽減が図られ、また、処分後一定期間（１年間）後の復帰可能性の

余地を残すため、軽い処分が選択された経緯がうかがえるなど、事案の重大性につ

いての法人としての認識が極めて希薄。本件事案に係る客観的かつ徹底した事実解

明と再発防止策も講じられず、厳正な対処もなされてこなかった。 

○ さらに、平成 26年２月 24日に第三者委員会の検証報告書が公表されるまで、協

会における内部調査の経過等について公表されておらず、他の役員に対する反社会

的勢力との交際に関する確認結果も同日まで示されないなど、本件事案の全体像に

ついて、法人内外への説明がほとんどなされていない。２月 24日は新役員選任の

ための社員総会の当日であり、会員や代議員に説明がなされないまま役員が改選さ

れても、法人の各機関の責任が明らかにされたことにはならない。 

○ 以上を前提とすると、協会においては、本件事案及び本件に関連する合理的な疑

いを解消するために適切な対処がなされず、かつ、内外に対する説明がほとんどな

されていないことの結果、暴力団排除の対応が徹底されていない状態にある。 

○ よって、協会が公益認定法第６条第６号に該当するおそれがあり、同条に違反す

るとの疑いを合理的に払拭することができていない事態に至っている。 

（勧告において求める措置） 

（１）暴力団員等が事業活動を支配していると疑われるような事態を排除するために必

要な措置を講じ、公益法人として事業を適正に実施し得る体制を再構築すること。 

（２）上記（１）を実施するため、本件事案について、改めて客観的かつ徹底した事実

解明を行うとともに、再発防止策を徹底すること。その際、本件についての役員そ

れぞれの責任を明らかにした上で、内外に対する説明責任を果たすため、必要な措

置を講ずること。 

（３）上記（１）及び（２）の措置を平成 26年５月末日までに講じ、行政庁に報告する

こと。また、その後６か月後、１年後及び２年後に計３回、勧告の内容に沿った具

体的施策及びその達成状況等を報告すること。 
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（公社）日本プロゴルフ協会に係る事案をめぐる主な経緯（未定稿） 

 

（平成 17年） 

・11月    法人における会長選（当該選挙をめぐり監禁事件発生） 

 

（平成 18年） 

・４月  Ｘ理事、Ｙ副会長就任 

・11月  代議員総会で暴力団排除宣言（第１回目）（Ｘ及びＹ出席） 

 

（平成 23年） 

・11月頃  Ｘが指定暴力団会長と知り合う 

 

（平成 24年） 

・４月  Ｘにおいて、指定暴力団会長と認識 

・４月 25日  法人が移行認定申請 

 

（平成 25年） 

・２月  社員総会で暴力団排除宣言（第２回目）（Ｘ及びＹ出席） 

・３月 14日  Ｘ及びＹが指定暴力団会長らと会食（日本プロ予選会の機会） 

・４月 27日  Ｘ及びＹが指定暴力団会長らとゴルフ（シニアツアー競技の会場の下見の機会）、金銭

を受領 

・５月１日  公益社団法人に移行 

・６月 18日  Ｘ及びＹが指定暴力団会長らとゴルフ、Ｙが金銭を受領。その後会食し、同日は宿泊。

翌 19日、Ｘは指定暴力団会長とゴルフし、金銭を受領 

・６月末   指定暴力団会長の逮捕報道（身分を偽り沖縄でゴルフをした詐欺容疑） 

 

・９月 10日  行政庁・公益認定等委員会から報告要求①を発出（Ｘの事案について） 

・９月 10日  臨時理事会（Ｘから辞任届） 

・９月 17日  定例理事会（Ｘの処分決定「会員資格停止８か月（６か月時点で短縮可能）」） 

・10月５日  臨時理事会（Ｙから辞任届） 

・10月 10日  調査委員会「中間報告」 

・10月 10日  法人から報告要求①に対する報告書提出 

・10月 21日  行政庁・公益認定等委員会から報告要求②を発出（Ｘ及びＹの事案について） 

・10月 24日  調査委員会「最終の調査報告」、懲罰諮問委員会答申 

・10月 28日  定例理事会（Ｘ及びＹの「退会」処分決定）、暴排徹底宣言 

・11月５日  臨時理事会（再発防止策） 

・11月 12日  法人から報告要求②に対する報告書提出 

・12月６日  行政庁・公益認定等委員会から報告要求③を発出（回答漏れ、回答不整合、第三者によ

る検証について 等） 

・12月 18日  定例理事会（理事・代議員の総辞職を決議、内閣府に提出する報告書の承認） 

・12月 20日  法人から報告要求③に対する報告書提出（第三者委員会は設置不要との方針） 

 

（平成 26年） 

・１月 29日  法人から報告要求③に対する報告書が改めて提出（第三者委員会設置の方針を表明） 

・２月 10日  法人において第三者委員会設置につき公表 

・２月 24日  社員総会で第三者委員会検証報告書を報告、公表 

  法人において役員についての確認結果公表 

 

（注）報告徴収に対する法人からの報告書等を基に内閣府において作成 

（参考１） 
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（抄）

（平成十八年六月二日法律第四十九号）

（欠格事由）

第六条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法

人は、公益認定を受けることができない。

一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ～ハ （略）

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴

力団員（以下この号において「暴力団員」という ）又は暴力団員でなくなった。

日から五年を経過しない者（第六号において「暴力団員等」という ）。

二～五 （略）

六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

（報告及び検査）

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい

て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状

況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その

運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。

（勧告、命令等）

第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う

に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置

をとるべき旨の勧告をすることができる。

２ 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内

容を公表しなければならない。

３ 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措

置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。

４ 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公示しなければならない。

５ （略）

（公益認定の取消し）

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り

消さなければならない。

一 第六条各号（第二号を除く ）のいずれかに該当するに至ったとき。。

二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五

条第一項の認可を受けたとき。

三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。

四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと

ができる。

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

二 前節の規定を遵守していないとき。

三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
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３ （略）

４ 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で

定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

５～７（略）

（委員会への諮問）

第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項（第

二十九条第三項において準用する場合を含む ）の規定による許認可等行政機関の意見。

（第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く ）を付して、委員。

会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ

いては、この限りでない。

一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可

の申請に対する処分をしようとする場合（申請をした法人が第六条各号のいずれかに

該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否す

る場合を除く ）。

二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し

くは第二項の規定による公益認定の取消し（以下「監督処分等」という ）をしよう。

とする場合（次に掲げる場合を除く ）。

イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに

該当するものである場合

ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一

項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ

うとする場合

ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

２ （略）

（委員会による勧告等）

第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定

に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、

公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す

るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同

条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定

の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

２・３（略）

（資料提出その他の協力）

第四十七条 委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政

機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説

明その他の必要な協力を求めることができる。

（権限の委任等）

第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限（第六条各号に掲げる

一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお

いて同じ ）を委員会に委任する。。

２ （略）
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